
 

 

 

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格 

１ 2 年以上、環境衛生指導員の職にあった方 

２ 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若

しくは農学の課程において衛生工学（旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。）若しくは化

学工学に関する科目を修めて卒業した後、 2 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する方 

３ 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、

農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学（旧大学令に基づく大学にあっては、土木

工学。）若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3 年以上廃棄物の処理に

関する技術上の実務に従事した経験を有する方 

４ 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職の前期課程を含む。）若しくは高等専門学校

又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程に

おいて衛生工学（旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。）若しくは化学工学に関

する科目を修めて卒業した（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）後、4 

年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する方 

５ 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職の前期課程を含む。）若しくは高等専門学校

又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程に

おいて衛生工学（旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。）若しくは化学工学に関

する科目以外の科目を修めて卒業した（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含

む。）後、 5 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する方 

６ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校におい

て土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、 6 年以上廃棄物の処理に

関する技術上の実務に従事した経験を有する方 

７ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校におい

て理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、 7 年以上

廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する方 

８ 10 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する方 

９ 名古屋市長が指定する機関が実施する特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習を修了した

方 

10  医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又

は歯科衛生士である方（感染性廃棄物に限る） 

 

 


